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旭市図書館 図書館情報システム再構築業務に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

1 業務概要 

（1）目的 

旭市図書館情報システムの賃貸借契約期間が終了するため、千葉県立東部図

書館移譲を控える現状を踏まえ、移譲に伴う様々な事態に対応できるシステムの

拡張性があり、十分なセキュリティ対策が施されたシステム並びに新旭市図書館

改修計画策定の上で根拠となる統計管理機能及びレファレンス管理機能の充実

を図った図書館システムへの見直しを行い、機器と共に更新することを目的とす

る。 

（2）業務名 

旭市図書館 図書館情報システム再構築業務 

   （3）業務内容 

旭市図書館 図書館情報システム再構築業務仕様書（以下「仕様書」という。）のと

おり。 

   （4）業務期間 

      ア 図書館情報システム賃貸借 

        契約締結日の翌日から令和 13 年 2 月 28 日まで 

        （※令和 8 年 3 月 1 日を本稼働日とする。） 

      イ 図書館情報システム保守業務委託 

        令和 8 年 3 月 1 日から令和 13 年 2 月 28 日まで 

      ウ 図書館ホームページ保守業務委託 

        令和 8 年 3 月 1 日から令和 13 年 2 月 28 日まで 

 

2  業務に要する費用（見積（提案）限度額） 

  ６４,206,780 円（税込み）  ※5 年 長期継続契約 

  なお、参考見積書の金額が、業務に要する費用（見積（提案）限度額）を超過した場合

は失格とする。 

  ただし、地方自治法第 234 条第 3 項の規定に基づく長期継続契約であるため、翌

年度以降の歳入歳出予算の当該金額について減額または削除があった場合は、当該

契約を解除する。 

    また、データ抽出については、市が指定する条件下で現行業者が行うため、提案金

額には含まない。 
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3 見積要件 

    令和 8 年 3 月 1 日以降の本稼働を前提として、５年間の必要経費を全て含んで見

積もること。 

 

件名 内容 履行期間 支払方法 

図書館情報システ

ム賃貸借 

図書館システム、各種物

品一式の賃貸借費用 

図書館ホームページ構築 

契約日の翌日～

R13.2.28 

本稼働以降 

毎月払 

図書館情報システ

ム保守業務委託 

図書館システム、各種物

品一式の賃貸借費用・デ

ータセンター利用費用 

R8.3.1～

R13.2.28（5 年間） 

毎月払 

 

図書館ホームペー

ジ保守業務委託 

ホームページ運用保守費

用 

R8.3.1～

R13.2.28（5 年間） 

年 3 回払 

 

 

４ 実施形式 

  公募型プロポーザル方式 

 

５ 参加資格 

    プロポーザルに参加できる者（提案者となろうとする者）は、次に掲げる事項を満た

す者でなければならない。 

(1) 旭市競争入札参加資格名簿に登録されている者。 

(2) 旭市建設工事請負業者等指名停止措置要綱（平成 21 年旭市告示第 124 号）

による指定停止又は旭市契約に係る暴力団等排除措置要綱（平成 26 年旭市告

示第 37 号）に基づく入札参加排除措置を、公示日から契約候補者特定の日ま

で受けていない者。 

(3) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

者。 

(4) 平成 27 年度以降より現在に至るまで、千葉県内の自治体公共図書館におい

て、図書館システムの導入・保守業務の実績がある。またその実績は本件参加者

が元請として実際に導入・保守業務を行った実績があること。 

(5) 一般社団法人情報サービス産業協会等によるプライバシーマーク認定を受けて

いる者。 
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(6) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申し立て、又

は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申し立てがな

されていない者。 

(7) 旭市暴力団排除条例（平成２４年条例第２号）に規定する暴力団、暴力団員でな

いこと。 

(8) システム本稼働後の５年間について、保守契約を結び、保守を行うことができる

体制であること。 

(9) その他、法令等に違反していないこと。 

 

6 候補者決定方法 

候補者決定までの流れは、以下の通りになる。 

公募開始 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和 7 年 4 月 11 日（金） 

質問書提出期限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和 7 年 4 月 22 日（火） 

質問書への回答 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和 7 年 4 月 30 日（水） 

参加申込書等提出期限 ・・・・・・・・・・・・・・令和 7 年 5 月 9 日（金） 

提案書等提出期限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和 7 年 5 月 30 日（金） 

一次審査及び結果通知・・・・・・・・・・・・・・・令和 7 年 6 月 13 日（金）予定 

最終審査（提案書プレゼンテーション）・・・令和 7 年 7 月 2 日（水）予定 

優先交渉権者の決定及び通知 ・・・・・・・・令和 7 年 7 月 25 日（金）予定 

契約締結・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和 7 年 8 月 29 日（金）予定 

 

７ 質問の受付及び回答 

実施要領及び仕様書等に関する質問がある場合は、次のとおり質問書【様式 1】を提
出すること。なお、審査基準等に関する照会対応は行わない。 

(1) 提出期限 

令和 7 年 4 月 2２日（火） 午後 5 時必着 

(2) 提出方法 

質問書【様式 1】を「１5 担当課」宛に電子メール、又は直接提出する。電子メール送
信後は、受信確認の電話連絡を必ず入れること。 
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(3) 回答 

令和 7 年 4 月 30 日（水）までに、市ホームページに掲載する。なお、質問に対する
回答をもって、本実施要領を追加補正したものとみなす。また、質問者の名称は公表
しない。 

8 提案参加の辞退 

参加申し込み後であっても提案参加を辞退することができる。その場合は、辞退届
【様式 3】を記載し、事前に「１5 担当課」に連絡したうえで直接または郵送で提出するこ
と。 

9 提案手続き 

 (1) 参加申込書等及び提案書等の提出について 

① 提出期限 

  ＜参加申込書等＞ 

令和 7 年 5 月 9 日（金） 午後 5 時必着 

＜提案書等＞ 

令和 7 年 5 月 30 日（金） 午後 5 時必着 

② 提出方法 

「１5 担当課」に持参または郵送。 

※郵送の場合は特定記録又は簡易書留などの追跡可能としたうえで郵送するこ
と。 

※持参の場合は月曜日を除く午前９時から午後５時までに提出すること。 

③ 提出場所 

「１5 担当課」に示す住所 

④ 提出書類 

  ＜5/9 提出期限書類＞ 

・参加申込書【様式 2 号】（1 部） 

・会社概要書【様式４号】（９部） 

・業務実績調書【様式５号】（９部） 

・業務実施体制回答書【様式６号】（９部） 

・配置予定技術者調書【様式７号】（９部） 

・プライバシーマーク認定の写し（９部） 

・機能要件確認一覧【様式９号】（９部） 

＜5/30 提出期限書類＞ 

・企画提案書提出届【様式８号】（1 部） 
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・企画提案書【様式任意】（９部） 

・図書館情報システム賃貸借に関する参考見積書【様式 10 号】（９部） 

・図書館情報システム保守業務委託に関する参考見積書【様式 11 号】（９部） 

・図書館ホームページ保守業務委託に関する参考見積書【様式 12 号】（９部） 

 

（2）提案書の記載について 

・ 表紙には、表題として「旭市図書館 図書館情報システム再構築業務に関する提案
書」と記載すること。 

・ 日本語で記載し、目次およびページ番号を付与すること。 

・ 表紙・目次・中表紙・背表紙を除き、最大 50 ページまでとすること。 

・ 仕様書を踏まえ、別紙１「提案書記載項目一覧表」に掲げる項目ごとに対応が取れ
るよう提案内容を記載し、記載の順序および記載事項の変更等は行わないこと。 

・ 日本工業規格Ａ４（横）、横書きで記載し、両面印刷で提出すること。 

・ 文字サイズは、１０．５～１２ポイント程度とする（見出しや図表中の文字については
除く）。 

・ 提出書類に記入及び提出漏れ等の不備がないことを確認のうえ提出すること。な
お、提出期間後の提出書類の追加や差替えは原則不可とする。 

（3）システム機能要件確認一覧の記載について 

・ 対応可否等を記載すること。 

・ 各要件に対する「実現可否」、「標準仕様」、「カスタマイズ」、「代替案」をそれぞれ該
当項目に記入し「代替案」の場合は対応の詳細を「備考」欄または別紙に記載するこ
と。ここに記載された内容は、本業務の費用に含むものとする。 

 

10 審査及び選定に関する事項 

  （1）審査委員会の設置 

提案内容の審査・評価及び契約候補者の選定を行うため、旭市図書館 図書館情
報システム再構築業務に係る公募型プロポーザル審査委員会を設置する。 

（2）契約候補者の選定方法 

資格審査、一次審査及び最終審査を実施して優先交渉権者を選定する。最終審査
の評価点が最も高い者を優先交渉権者とし、次に得点の高い者を次点交渉権者と
する。優先交渉権者の選定における最終審査の評価点に、１次審査の評価点は合算
しないものとする。最終審査の評価点が同点の場合は、最終審査の「機能要件」の評
価点が高い者を優先し、最終審査の評価点、最終審査の「機能要件」の評価点のどち
らも同点の場合には、一次審査項目の「実務実績調書」の評価点が高い者を優先す
る。 

 



6 

 

① 資格審査 

本募集要領に基づき提出された書類により参加資格と提出書類一式の有無を
確認し、参加要件を満たした者を審査対象として審査評価する。 

② 一次審査 

提出された業務実績調書等の書類審査により、提案参加者の中から上位３者を
選定し、最終審査への参加者とする。同点により上位となる者が３者を超える場
合は、同点となった参加者すべてに最終審査を実施する。 

なお、参加者が３者以下の場合においては、すべての参加者において最終審査
を実施する。 

 
ア 審査項目、審査基準 

別紙２「審査評価基準表（一次審査）」のとおり。 

イ 結果通知 

令和 7 年 6 月 13 日（金）予定 

文書にて送付及び担当者宛に電子メールで連絡する。なお、審査結果に関す
る質問及び異議申し立ては受け付けない。 

③最終審査（提案書プレゼンテーション） 

提出済みの提案書を基に現地による提案説明（プレゼンテーション）を行い、優
先交渉権者を選定する。 

ア 日時 

令和 7 年 7 月 2 日（水）予定 

※正式な日時や場所については、対象者へ後日通知する。 

※プレゼンテーションの順番は提出書類の受付順とする。 

イ 場所 

     旭市役所 3 階 政策決定室  予定 

※プレゼンテーションによる提案説明は、本業務の関係者が発表すること。 

※パソコン等使用する場合は、スクリーン、プロジェクタ、コネクタ及び電源は
会場に用意するので、その他のツールは各社で準備すること。 

ウ 内容 

各提案事業者あたり 70 分程度 

（準備 5 分、プレゼンテーション 50 分、質疑応答 10 分、撤収 5 分） 

※当日は提出した提案書類を用いてプレゼンテーション用資料により行うも
のとし、追加資料の提出及び提示は認めない。 

（提案書の補足説明等のために、提案書の内容を超えない範囲で手を加え
ることは可とする。） 

 



7 

 

エ 審査項目及び審査基準 

別紙３「審査評価基準表（最終審査）」のとおり。 

オ 配点 

別紙３「審査評価基準表（最終審査）」の審査基準により審査評価を行い、評価
段階に応じて、配点に対する割合を乗じることにより評価点を算出する。 

 

評価段階 判断基準 配点に対する乗数 

A 非常に優れている １００％ 

B 優れている ７０％ 

C 普通 ５０％ 

D やや劣っている ３０％ 

E 
評価対象外 

（仕様書を満たさない、提案がない等）  
０％ 

 

 

（3）最低基準 

   各審査委員の採点の合計が、評価基準点の合計値の 5 割以上であることを最低
基準とし、最低基準に満たさない応募者は選定の対象としない。 

  

11 最終結果通知 

令和 7 年 7 月 25 日（金）予定 

最終審査を実施した提案事業者全員に文書及び電子メールにて通知する。 

また、市ホームページにおいて、優先交渉権者を公表する。ただし、優先交渉権者以外
の参加者は公表しない。なお、審査結果に関する質問及び異議申し立ては、受け付け
ない。 

 

１2 受注事業者の決定及び契約 

優先交渉権者と提案内容、契約手法等の詳細を協議のうえ、受注事業者として決定
し、業務委託契約を締結するものとする。なお、協議が合意に至らなかった場合は、次
点交渉権者と協議し契約を締結するものとする。 

 

１3 提案の無効に関する事項 

次の項目に一つでも該当する場合は、その提案事業者の提案は無効とする。 

・提案に参加する資格がない者が提案した場合。 
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・ひとつの事業者が複数申請した場合。 

・書類等に虚偽の記載をした場合。 

・審査の日時及び場所に出席しない場合。 

・誤字又は脱字等により極端に意思表示が不明確である場合。 

・その他、本件業務提案に関する条件に違反した場合。 

 

１4 その他留意事項 

(1) 提案に使用する言語は日本語、単位は計量法（平成４年法律第１号）に定めるも
の、通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。 

(2) 提案書類等の書類作成、提出に係る一切の費用は提案事業者の負担とする。ま
た、提出書類は選定結果に関わらず返却しない。 

(3) 提案書類は、本プロポーザルの目的以外には使用しない。 

（４） 提出期限以降における提出書類の差替え、訂正、再提出は認めないとする。ただ
し、市から指示があった場合を除く。 

（5） 参加申込書等を提出した後、市が必要と認める場足は、追加書類を求めること
がある。 

(6) 提出された書類は、旭市情報公開条例に準じ開示する場合がある。 開示不可希
望の場合は個別に申し出ること。 

(7) 市は提案者に対して、企画提案書に係る著作権の使用に係る一切の対価を支払
わないものとする。 

(8) 企画提案書に係る著作権に関して、第三者が、著作権等を侵害しているという
主張をした場合は、市はその紛争に一切関与しない。 

（9） この実施要項に定めのない事項又は疑義が生じたときは、別途協議するものと
する。 

 

１5 担当課 

〒289-2521 

 千葉県旭市ハの 349 旭市図書館 

旭市教育委員会 生涯学習課 社会教育班 担当：菅谷 

TEL：０479－85－7505 

FAX：０479－62－2561 

E-Mail：tosyokan@city.asahi.lg.jp 

 

 


